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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
府
に
よ
る
外
国
債
の
購
入
及
び
保
有
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
に
お
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
七
条

第
三
項
並
び
に
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
邦
通
貨
の
外
国
為
替
相
場
の
安
定
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
外
国
為
替
等
の
売
買
等
を
円

滑
に
行
う
た
め
、
外
国
政
府
の
発
行
す
る
債
券
を
含
む
外
貨
証
券
を
保
有
し
て
い
る
。

外
国
為
替
資
金
が
置
か
れ
る
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

財
務
大
臣
が
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
管
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
為
替
資
金
の
管
理
及
び
運

営
に
関
す
る
事
務
は
、
財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省

国
際
局
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
て
お
り
、
局
長
は
玉
木
林
太
郎
で
あ
る
。

外
国
為
替
資
金
が
保
有
す
る
外
貨
証
券
の
残
高
は
、
特
別
会
計
財
務
書
類
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
度
末
で
約
六
十
兆
百

九
十
九
億
円
、
平
成
十
六
年
度
末
で
約
七
十
兆
二
千
六
百
五
十
七
億
円
、
平
成
十
七
年
度
末
で
約
七
十
四
兆
八
千
百
五
十
億

円
、
平
成
十
八
年
度
末
で
約
八
十
二
兆
三
千
五
百
十
七
億
円
、
平
成
十
九
年
度
末
で
約
九
十
二
兆
四
千
四
百
八
十
六
億
円
と

一



な
っ
て
い
る
。
な
お
、
外
貨
証
券
の
発
行
国
別
の
保
有
残
高
に
つ
い
て
は
、
金
融
・
為
替
市
場
に
不
測
の
影
響
を
与
え
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
公
表
し
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

ま
た
、
政
府
は
、
財
政
融
資
資
金
に
お
い
て
、
財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
及
び
第
十
条

第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
金
の
確
実
か
つ
有
利
な
運
用
を
行
う
た
め
、
外
国
政
府
、
国
際
機
関
及
び
外
国
の
特

別
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
外
国
法
人
の
発
行
す
る
債
券
（
以
下
「
外
国
債
」
と
い
う
。
）
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

財
政
融
資
資
金
は
、
財
政
融
資
資
金
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
が
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
管

理
及
び
運
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
財
政
融
資
資
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
事
務
は
、
財
務
省
組
織
令
第

七
条
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
理
財
局
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
て
お
り
、
局
長
は
佐
々
木
豊
成
で
あ
る
。

財
政
融
資
資
金
が
保
有
す
る
外
国
債
の
残
高
は
、
特
別
会
計
財
務
書
類
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
度
末
で
二
千
八
百
九
十

八
億
円
、
平
成
十
六
年
度
末
で
二
千
五
百
億
円
、
平
成
十
七
年
度
末
で
二
千
百
億
円
、
平
成
十
八
年
度
末
で
二
千
百
億
円
、

平
成
十
九
年
度
末
で
千
四
百
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
債
の
発
行
国
別
の
保
有
残
高
は
、
平
成
十
九
年
度
末
で
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
五
百
億
円
、
イ
タ
リ
ア
が
四
百
億
円
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
三
百
五
十
億
円
で
あ
り
、
そ
の
他
は
国
際
機
関

二



の
発
行
す
る
債
券
と
な
っ
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

政
府
は
、
外
国
為
替
資
金
に
お
い
て
、
米
国
債
を
保
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
保
有
目
的
及
び
担
当
部
署
等
は
一
か
ら
三
ま

で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

外
国
為
替
資
金
に
お
い
て
は
、
本
邦
通
貨
の
外
国
為
替
相
場
の
安
定
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
外
国
為
替
等
の
売

買
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
米
国
債
を
中
心
に
外
貨
証
券
を
保
有
し
て
い
る
が
、
発
行
国
別
の
保
有
残
高
、
債
券
の
種
類
及

び
売
買
実
績
等
に
つ
い
て
は
、
金
融
・
為
替
市
場
に
不
測
の
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
公
表
し
な
い
こ
と
と
し

て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

十
に
つ
い
て

米
国
財
務
省
に
よ
れ
ば
、
米
国
政
府
は
、
為
替
安
定
基
金
（E

x
ch
a
n
g
e
S
ta
b
iliza
tio
n
F
u
n
d

）
に
お
い
て
、
平
成
二

十
一
年
一
月
三
十
一
日
現
在
、
日
本
国
債
を
七
十
一
億
三
千
百
五
十
九
万
二
千
九
百
七
十
六
・
六
米
ド
ル
保
有
し
て
い
る
と

承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
種
類
の
内
訳
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三



十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

十
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

四


